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四万十市情報発信力強化支援業務プロポーザル実施要領 

 

１ 目的  

本市のシティプロモーションについては、特に若い世代に対して市政情報や本市の魅力を発

信することにより、市民のシビックプライドの向上、また市外における認知拡大や関係人口の

増につなげることを目指している。近年若者にとっての情報源となっている SNS における情報

発信や、SNS で発信力・影響力を持つインフルエンサーの活用を積極的に行うことが重要である

一方、それらの取り組みに必要なスキル等については、一定の知識や専門性が必要となる。 

そのため、職員のリテラシー向上やスキルアップ、また各種プロモーションに関するガイド

ライン等の作成について業務を委託し、戦略的に情報発信ができる体制づくりを目的とする。 

 

２ 業務概要  

（１）業務名称  

四万十市情報発信力強化支援業務 

（２）業務内容  

別紙仕様書のとおり  

（３）履行期間  

契約締結の日から令和９年３月31日まで  

（４）提案上限額  

6,622,000 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

ただし、この金額は契約に係る予定価格を示すものではなく、企画提案書を作成する上で

の設定金額であることに留意すること。 

 

３ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式による 

 

４ 実施スケジュール 

№ 項目 期日 

１ 公告（募集開始） 令和８年６月 24 日（水） 

２ 質問書提出期限 令和８年７月２日（木）17 時まで 

３ 質問に対する回答 令和８年７月８日（水） 

４ 参加申込書提出期限 令和８年７月 15 日（水）17 時まで 

５ 参加資格確認結果通知 令和８年７月 22 日（水） 

６ 企画提案書の提出期限 令和８年８月７日（金）17 時まで 

７ 一次審査結果通知 令和８年８月 13 日（木） 

８ 参加辞退届期限 令和８年８月 19 日（水） 

９ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 令和８年８月 27 日（木） 

10 審査結果通知 令和８年９月４日（金）予定 

11 契約締結 令和８年９月中旬 

 

５ 参加資格 

本プロポーザルへの参加資格は、次の要件をすべて満たしている者とする。 

（１）単独事業者であること。（共同企業体でないこと。） 
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（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しない者。 

（３）本プロポーザル手続きの開始の公告がなされた日から、契約候補者を特定するまでの間に

おいて、国、県、四万十市から競争入札参加資格等の指名停止を受けていない者であること。 

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若し

くは再生手続開始の申立てがされている者（同法第 33 条第１項に規定する再生手続開始の

申立てを受けた者を除く。）または会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき更正手続

開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがされている者（同法第 41 条第

１項に規定する更正手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）四万十市の事業等における暴力団の排除に関する規則（平成 24 年四万十市規則第７号）

第２条第２項第５号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 

（６）納期限の到来した国税、都道府県税、市区町村税を滞納していない者。 

（７）過去に本件類似・関連業務を地方公共団体と行った実績を５件以上有する者 

 

６ 説明会  

説明会は開催しない。 

 

７ 質疑及び回答 

本実施要領及び別紙仕様書の内容に不明な点等がある場合は、質疑書（第１号様式）を提出す

るものとする。 

（１）質疑書提出期限 

令和８年７月２日（木）17 時 

（２）提出方法 

電子メール 

（３）提出先 

四万十市デジタル・広報課シティプロモーション推進係  

ＴＥＬ：0880－34－1145 

メール：sansin@city.shimanto.lg.jp 

件名：「四万十市情報発信力強化支援業務プロポーザル」に関する質疑 

※電子メール送信後、送信した旨を電話で連絡すること。 

（４）回答方法 

令和８年７月８日（水）までに質疑者に電子メールの返信にて回答するとともに、四万十市

ホームページに掲載する。 

 

８ 参加申込書等の提出  

（１）提出書類 

本プロポーザルへの参加の意思表示として以下の書類を提出するものとする。 

№ 提出書類名 備考 

１ 参加申込書（第２号様式）  

２ 委任状（第３号様式） 本プロポーザル参加に関して、支店等に

委任する場合は、提出すること。 

３ 会社概要書（第４号様式）  

４ 業務実績一覧（第５号様式） 記載する業務実績がわかる書類の写しを

添付すること。 

５ 市区町村税に係る納税証明書（写し可） 滞納がないことの証明書又は直近事業年
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度の納税証明書。 

四万十市に事業所がある場合は四万十市

の証明書を、四万十市に事業所がない場

合は本店所在地の市区町村の証明書を提

出すること。 

６ 都道府県税に係る納税証明書（写し可） 滞納がないことの証明書又は直近事業年

度の納税証明書。 

高知県に事業所がある場合は高知県の証

明書を、高知県に事業所がない場合は本

店所在地の都道府県の証明書を提出する

こと。 

７ 国税に係る納税証明書（写し可） 納税証明書（その３）を提出すること。 

８ 商業登記簿謄本（写し可） 参加申込書の提出日から３か月以内に発

行されたもの。 

９ 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾

書（別紙１） 

 

（２）提出期限  

令和８年７月15日（水）17時 

（３）提出方法  

持参又は郵送  

※※持参の場合は土日、祝日を除く８時30分から17時までとする。  

※郵送の場合は提出期限までに必着のこと。 

（４）提出先  

〒787－8501 高知県四万十市中村大橋通４丁目10番地 

四万十市デジタル・広報課シティプロモーション推進係  

（５）参加資格審査及び参加資格確認結果通知 

参加申込書の提出があった者について、提出書類を基に担当部署において資格審査を行い、

審査結果を参加資格確認結果通知書により令和８年７月 22日（水）に申込者へ電子メールにて

通知する（原本については後日郵送） 

 

９ 企画提案書等の提出  

（１）提出書類 

企画提案書等提出書類については、次のとおりとする。 

№ 項目 備考 

１ 企画提案書（任意様式） 内容に、「四万十市情報発信力強化支援業務に

係る仕様書」を熟読の上、別表１四万十市情報

発信力強化支援業務プロポーザル評価基準（以

下「評価基準」という。）の審査項目を盛り込

むこと。 

２ 参考見積書（第６号様式） 参考見積書とともに内訳書等（任意様式）を提

出すること。 

３ 情報公開を希望しない届出書（第７号

様式） 

非公開希望がある場合のみ提出すること。 
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【提出書類作成の注意点】 

ア 提出書類の規格はＡ４判片綴じとする。（縦書き・横書き、片面・両面の指定なし。） 

イ 文字は 10.5 ポイント以上とし、フォントは任意とする。 

ウ 企画提案書のページ下部にはページ番号を付すこと。 

エ 企画提案書のページ数は、表紙・目次・裏表紙を除き、30 ページ以内とする。 

オ 企画提案書の表紙に以下の事項を記載すること。 

【タイトル】 「四万十市情報発信力強化支援業務企画提案書」 

【提出者名】 〇〇会社 

【提出年月日】令和８年〇月〇日 

カ 企画提案書においては、イラストやイメージ等の使用を可能とする。また、難解な用語の使

用や表現は避け、分かりやすい記載に努めること。 

キ 企画提案内容は、提出者が確実に実現できる範囲で記載すること。 

（２）提出期限  

令和８年８月７日（金）17 時 

（３）提出部数 

正本１部、副本７部とする。 

（４）提出方法  

持参、郵送又は宅配便  

※持参の場合は土日、祝日を除く８時30分から17時までとする。  

※郵送の場合は提出期限までに必着のこと。 

（５）提出先  

〒787－8501 高知県四万十市中村大橋通４丁目10番地 

四万十市デジタル・広報課シティプロモーション推進係  

（６）留意事項 

提案は、１者１提案とする。 

 

10 提出書類の取扱い 

（１）提出された書類は返却しない。 

（２）提出された書類は、提出した者の承諾なしに本プロポーザル審査以外には使用しない。 

（３）四万十市情報公開条例（平成 17 年四万十市条例第 13号）に基づく公開請求があった場合、

本プロポーザルに関する全ての文書（本市作成文書及び提案者提出文書）は原則として公開の

対象となる。ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害

すると認められる情報は同条例第９条第１項第２号の規定により非公開となる場合があるの

で、提出書類にこの情報に該当すると考える部分がある場合は、情報公開を希望しない届出書

（第７号様式）により事前に提出しておくこと。 

（４）提出された企画提案書の著作権については、当該企画提案書等を作成した者に帰属するも

のとする。ただし、受注先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、四万十

市が受注者から了承を得て、その一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）

することができるものとする。 

 

11 審査方法等 

（１）一次審査（書類審査） 

 ア 審査方法 

   提出書類（９ 企画提案書等の提出（１）に記載する資料）を基に、四万十市デジタル・広
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報課の担当者において審査を行い、得点の高い者から３者程度を選定する。ただし、提案した

者が３者以下の場合は、一次審査を省略する。 

 

  【一次審査基準及び配点表】 

審査項目 評価のポイント 配点 

１ 基本事項 

・本業務の主旨等を十分に理解したうえでの企画提案と

なっているか。 

・単にパッケージされたメニューやプランの提案ではな

く、本市の実情に合わせて業務を行える提案となってい

るか。 

10 点 

２ 業務実績件数 

・地方公共団体と行った事業実績件数（提出書類第５号様

式「業務実績一覧」の記載内容） 

10 点 

・地方公共団体との業務実績の内容は、本市が求める業

務内容等と合致しているか。 

・現在も地方公共団体との協働等について取り組んでい

るまたは取り組む準備等をしているか。 

10 点 

合計 30 点 

 

 イ 結果通知 

   提案者全員に対し、電子メールで通知する。一次審査が省略された場合、あわせて通知を行

う。なお、一次審査の評価点及び順位は公表しない。 

 

（２）二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

四万十市情報発信力強化支援業務プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）におい

て評価を行う。 

ア 審査委員構成 

委員⾧１人、委員５人 

イ 実施日 

令和８年８月 27 日（木） 

ウ 実施場所 

高知県四万十市中村大橋通４丁目 10 番地 四万十市役所庁舎内会議室 

エ 出席者 

３名以内とし、オンライン参加は不可とする。 

オ 実施時間 

45 分以内（準備５分、プレゼンテーション 25 分、ヒアリング 15分）とする。 

カ 実施方法 

プレゼンテーション等は、参加申込書の提出受付が早い者からの順とし、企画提案書を基

にプレゼンテーションを行うこととする。また、当日の追加資料配布など事前に提出された

企画提案書以外の資料を使用しての説明は不可とする。 

キ 評価方法 

企画提案書に基づくプレゼンテーション等を実施し、別表１に定める評価基準に従い審査

委員が採点を行う。評価点は各評価者において 100 点を満点とし、評価合計点は評価者（最

大６名）の評価点の合計とする。 

評価合計点の最も高い提案者を契約候補者とし、次に評価合計点が高い提案者を次点順位
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者として選考する。評価合計点に同点の者があった場合は、参考見積書の見積金額がより安

価である者を上位者とする。それをもってしても順位が決定できないときは、委員長が順位

を決定する。ただし、評価合計点が満点の 60％に満たない者は契約候補者及び次点順位者と

しない。 

ク その他 

プレゼンテーション等に使用するプロジェクターとスクリーンは市が準備する。 

 

12 審査結果 

審査結果は令和８年９月４日（金）（予定）に、本プロポーザルのプレゼンテーション等の参

加者に文書で通知する。 

契約候補者の名称及び点数、次点順位者以降の点数については、四万十市ホームページ上に

公表する。 

なお、審査経過や結果へのいかなる問い合わせにも応じない。 

 

13 契約に関する事項 

（１）契約候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意のうえ、当該業務仕様書を作

成するものとする。 

（２）契約候補者は、当該業務仕様書に応じた見積書を提出し、本市が仕様内容を基に積算した予

定価格の制限の範囲内で随意契約の方法により契約を締結する。 

ただし、契約候補者との調整・協議が不調に終わった場合は、次点順位者と協議できるもの

とする。 

14 留意事項 

（１）参加申込及び企画提案に要する経費は、提案者の負担とする。 

（２）提出書類受領後の提出書類の差替及び再提出は原則認めない。 

（３）提出書類の提出後、四万十市の判断により補足資料の提出や内容の確認を求めることがあ

る。 

（４）本プロポーザル参加申込書類提出後に辞退する場合は、辞退届（第８号様式）を提出するも

のとする。 

（５）本プロポーザルは、参加者が１者以上あれば実施する。 

（６）参加資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る資格を失うもの

とし、既に提出された企画提案書は無効とする。 

ア．参加資格要件を満たさなくなったとき。 

イ．提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

ウ．提出書類に不備があった、又は指示した事項に違反したとき。 

エ．委員会の委員、本市職員又は本プロポーザル関係者に対して、本プロポーザルに関わる不

正な接触の事実が認められたとき。 

オ. プレゼンテーション等を正当な理由なく欠席した場合 

 

15 問合せ先 

担当 ：四万十市デジタル・広報課シティプロモーション推進係  

住所 ：〒787－8501 高知県四万十市中村大橋通４丁目10番地 

ＴＥＬ：0880－34－1145 

メール：sansin@city.shimanto.lg.jp 

 


